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厚生労働行政推進調査事業費（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

「在宅医療・在宅看取りの状況を把握するための調査研究」 

平成 28 年度分担研究報告書 

人口動態調査死亡小票から推定する、死亡診断書および死体検案書の
発行状況の分析 

 
研究協力者：増崎孝弘（株式会社メディヴァ シニアコンサルタント） 

研究協力者：梅木 恒（株式会社メディヴァ コンサルタント） 

 

【研究要旨】 
1.目的 

人口動態死亡小票の記載から、その小票が、死亡診断書が発行された死亡か、死体検案
書が発行された死亡かを推定し、特に自宅において死亡診断書が発行された死亡の件数
を特定、全死亡に占める割合の経年推移を確認する。 

2.対象 
横浜市の2011年から2015年の5か年分の人口動態調査死亡小票データ153,981件を分析対
象とした。 

3.方法 
対象となる死亡小票について、死因の種類、診断書を発行した医師の氏名、そして備考欄の
自由記載の3つの項目より、死体検案書の発行が推定される小票の抽出を行うことで、全小票
を死亡診断書発行小票と死体検案書発行小票の分類、集計を行った。 

4.結果 
本研究により、 
1) 横浜市に現住所があった死亡者のうち、病院での死亡者の割合は、2011年の74.7％

から2015年の70.8％に低下し、自宅での死亡者の割合は、16.0％から16.7%に増加し
た。 

2) この自宅死亡者の増加は、自宅で死亡診断書が発行された死亡（≒自宅“看取り”）の
増加によるもので、自宅死亡者のうち死亡診断書の発行が推定される小票の構成比
率は、2011年は、42.9％だったが、2015年には51.8％まで増加した。 

3) 自宅で死亡診断書が発行されたと推定される死亡の全死亡における構成比率（自宅
“看取り率”）は、2011年の6.9％から、2015年の8.6％へと、大きく値を増やしている。 

ことがわかった 

5.まとめ 
公開データでも計算可能な、2011年から2015年までの自宅死亡率の推移（16.0％→

16.7％）よりも、小票分析により推定することができる自宅“看取り”率の推移（6.9％→8.6％）の
ほうが、在宅医療提供体制の進捗状況を確認する上で、意味のあるデータである。現状、全
国の保健所での死亡小票データは、死亡診断書か死体検案書かはデータ化されておらず、
上記はあくまで他の項目の情報を基にした推定である。保健所におけるデータ化作業に、診
断書か検案書かの情報も加えることで、“看取り率”を得るためのデータの正確性と抽出作業
の効率化が期待できる。 
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Ａ．研究目的 

 人口動態調査死亡小票は、死亡届をもとに

作成される人口動態調査死亡票の小票デー

タであり、死亡者一人ひとりの死亡診断書（お

よび死体検案書）のデータから構成されてい

る。 

現状で公表されている人口動態調査死亡

票の統計は、死亡場所別の死亡者数が確認

できるが、この死亡者数の中には、死亡診断

書が発行された死亡と、死体検案書が発行さ

れた死亡が混在している。特に自宅における

死亡者の中には、突然死や孤独死等、かなり

の死体検案書発行の死亡が含まれていると言

われており、在宅医療提供体制という視点から

考えた場合、この２つの死亡が混在しているデ

ータを用いた議論には限界があると言える。 

小票データを分析することで、その問題を一

定程度解消することが可能である。死亡小票

データからは、どの小票が「死亡診断書が発

行された死亡」で、どの小票が「死体検案書が

発行された死亡」なのかを、一定の精度で類

推できる。 

特定の自治体の死亡小票を経年で分析す

ることで、自宅死亡者の、死亡診断書発行の

死亡（≒在宅医療の末の“自宅看取り“）と、死

体検案書発行の死亡（≒突然死や孤独死等）

の内訳を、一定の正確さで把握し、経年で追

跡することが可能となった。 
今回の調査は、2013年度と2016年度に実

施された横浜市における死亡小票の利用申し

出およびデータの分析によって、2011年から

2015年までの過去5年間の経年的な横浜市の

看取りの実態把握を行うことを目的とした。 

Ｂ．研究方法 

1.研究対象 
横浜市は、現状の市内の在宅医療提供体

制と在宅看取りの実態把握、および将来にお

ける在宅医療提供体制整備の計画策定のた

め、定期的に市民の人口動態調査死亡小票

のデータの分析利用を、統計法に則り厚生労

働省に対し申し出ている。 
2016年度調査で横浜市が厚生労働省に対

して利用申し出を行ったデータは、2014年1月

～2016年3月の2年3か月間の間に横浜市に

届けられた、72,367件の死亡小票である。 
2014年に行った前回調査では、2011年1月

～2013年12月までの3年間のデータの分析を

行っており、2016年調査と合わせることで、

2011年から2015年までの5年間の経年変化を

把握することが可能となっている。 
 
【各年の対象小票数】 
2011年（1月～12月分） 29,703件 
2012年（1月～12月分） 30,206件 
2013年（1月～12月分） 30,536件 
2014年（1月～12月分） 31,684件 
2015年（1月～12月分） 31,852件 
計        153,981件 
 
また、当調査で、死亡小票内のデータのうち、

利用申し出を行った項目は以下の11項目であ

る。 
 
【利用申し出を行った人口動態調査死亡小

票中の項目】 
1.性別 
2.生年月日 
3.死亡したとき 
4.死亡したところ 
5.死亡した人の住所 
6.死亡したところの種別 
7.死亡の原因 
8.死因の種類 
9.外因死の追加事項 
10.その他特に付言すべきことがら 
11.施設の所在地又は医師の住所及び氏名 
 
死亡小票からは、その小票が「死亡診断書」

か、「死体検案書」か、確実に判別できるデー

タ項目を得ることは現状、できない。医師（もし
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くは歯科医師）は、死亡診断書発行マニュア

ルに従い、書類上部の死亡診断書・死体検案

書という記載のどちらかに丸をつけ、もう一方

に二重線を引いて書類を作成するが、この情

報が、死亡小票という形で保健所のデータベ

ースに打ち込まれる際に捨象されている。（原

因については後述する） 
今回の分析においては、その小票が死亡診

断書か死体検案書かは、上記11項目のうちい

くつかを用い、一定のロジックで判定を行って

いる。これはあくまで“推定”を行っているに過

ぎないことに注意しなければならない。 
 

2.判定方法 
今回の判定は、利用申し出を行った項目の

うち、「８．死因の種類」と、「11.施設の所在地

又は医師の住所及び氏名」の2項目を用い、

補足的に「１０．その他特に付言すべきことがら」

にある自由記載欄の記述を参照することで判

定行う。（図1） 
 まず、「８．死因の種類」から、死亡を外因

死（および不詳の死）と内因死に分ける。外因

死および不詳の死は、死体検案書が発行され

ているものとして推定することが可能である。 
 次に、内因死の中で死体検案書が発行さ

れた死亡の抽出方法である。まずは、「11.施
設の所在地又は医師の住所及び氏名」の氏

名において、横浜市が把握している市内の監

察医のリストにある氏名と照合し、合致した小

票は全て、監察医が死体検案書を発行してい

ると推定した。 
 最後に、診断書を発行した医師（歯科医

師）が、横浜市内の監察医ではなく、通常の医

師であるが、死体検案書が発行された死亡の

抽出方法である。今回の分析では、「１０．その

他特に付言すべきことがら」の自由記載の記

述に、下記に挙げる、死体検案書が発行され

たことが強く示唆される言葉が入っていた小票

は、死体検案書としてカウントした。 
 
 

【フラグを立てた言葉】 
・検案 
・警察 
・発見 
・通報 
・死後高度変容 
・腐乱 
・不審 
・不詳 
・不明 
 
 これら、医師の氏名や自由記載における

記述で、検案のフラグがたたなかった小票は、

全て死亡診断書が発行されたと推定した。 
 結果的に、すべての小票を、まず「８．死

因の種類」より死体検案書だと推定できる小票

（＝①）と、その残りから「11.施設の所在地又

は医師の住所及び氏名」より死体検案書だと

推定できる小票（＝②）、さらにその残りから「１

０．その他特に付言すべきことがら」より死体検

案書だと推定できる小票（＝③）、そして①～

③いずれでもない死亡診断書だと推定できる

小票（＝④）の4種類に分類することができた。

この死亡診断書/死体検案書発行状況の4分

類を基に、横浜市の死亡者の実態を経年で分

析した結果を詳述する。 

Ｃ．研究結果 
1.死亡場所別にみた死亡者人数／割合の推

移（全小票） 
まず、死亡診断書/死体検案書の分類をし

ない、分析対象とした小票数の状況（横浜市

の死亡者数の推移）は図2の通りとなった。 
なお、この集計は「５．死亡した人の住所」が

横浜市外だった小票を除外し、死亡時の現住

所が横浜市内だった死亡者のみで構成されて

いる。冒頭で市から提供を受けた小票数よりも

この集計数が少ないのはそのためである。 
結果、当然ながら病院での死亡者が最も多

く、次いで自宅での死亡者が多いことが分か

る。 
なお、このグラフを死亡場所別死亡者数の
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構成比率を表すグラフに直すと、図3のように

なる。ここからは死亡診断書/死体検案書の区

別をしない場合の死亡場所別死亡者数の構

成比率の経年推移をみることができる。 
2011年に74.7％だった病院での死亡者数

は、2015年には70.8％になっている。また同様

に、2011年には16.0％だった自宅での死亡者

数は、2015年には16.7％になっている。（表1） 

2.死亡場所別の死亡診断書/死体検案書発行

状況4分類の構成実態 
前述の推移は、公開されている人口動態調

査から確認できる内容である。問題は、ここか

ら先述の死亡診断書/死体検案書の4分類の

内訳を出すことにある。 
図4は、死亡場所別の４分類の構成比の推

移を示したものである。 
ここから、自宅における死亡者の約半数は、

死体検案書が発行された死亡であることが分

かる。また、2011年に42.9％だった自宅死亡者

における死亡診断書発行の小票の構成比率

は、2015年には51.8％と、構成比が上昇して

いることが分かる。 
 なお、死亡診断書/死体検案書の発行状

況4分類の、死亡場所別の構成比の詳細は表

2にまとめた。 

3. 全小票における自宅で死亡診断書が発行

された小票の構成比の推移 
 全小票（死亡した人の住所が横浜市外の小

票を除く全小票）における、自宅で死亡診断

書が発行された（＝④）と推定される小票の割

合の推移を示したグラフが図5となる。 
ここから、自宅で死亡診断書が発行されたと

推定される死亡の全死亡における構成比率は、

2011年の6.9％から、2015年の8.6％へと、大き

く値を増やしていることが分かる。 
自宅での死亡診断書発行を便宜的に自宅

“看取り”死と呼ぶ場合、全死亡における自宅

死亡者の割合である「自宅死亡率」と、全死亡

における自宅で死亡診断書が発行された死亡

の割合である「自宅“看取り”率」を比較したも

のが図6である。 
これを見ても、自宅“看取り”率の上昇確度

が自宅死亡率よりも高いことが分かる。 
これは、公表されている全死亡件数におけ

る自宅死亡件数の比率の推移と異なり、死亡

小票の利用を行って初めて導出できる推移で

ある。自宅死亡者数の約半数を占める死体検

案書発行の死亡を除外した構成比であるため、

在宅医療提供体制の実態に即した推移を、公

表されている統計データよりも正確に反映して

いると考えられる。 
 
Ｄ．考察、Ｅ．結論 

1. 死亡小票分析の限界 
 死体検案書発行の死亡を除外できるため、

死亡小票分析から得られるこのような数値は、

在宅医療提供体制の整備状況をみる指標とし

て有用である。しかし、死亡診断書の死亡場所

の記載は、あくまでも死亡確認された場所であ

ることから、例えば「これまで在宅療養を続けて

きた患者で、急性増悪で病院に搬送され、そ

のまま数日で亡くなった」ようなケースの死亡は、

病院での死亡としてしかカウントされない。しか

しこのようなケースの死亡は、在宅医療提供体

制を考える上では単純に排除できるものでは

なく、こういったケースも在宅療養の結果として

の看取りとして、一定の評価をする必要性があ

る。 
 よって、死亡小票分析から得られる自宅での

死亡診断書発行の死亡（＝④）の件数は、い

わゆる在宅療養患者の看取り（最期だけ病院

で看取るというケースを含む）という総体からみ

て、少なく見積もられた数字である、と考える必

要がある。これは死亡小票分析の限界であると

言える。 
 
2. なぜ死体検案書が発行された小票は“推

定”するしかないのか 
 死亡小票分析では、前述の通り、死亡診断

書/死体検案書発行状況を4分類に分けて、死

因の種類や医師の氏名等から推定を行ってい
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る。しかし本来、この小票が死亡診断書だった

か死体検案書だったかは、死亡診断書上部の

記載（どちらに丸がつけられ、どちらに二重線

が引かれているか）の情報で、確定的な判定

が可能であるはずである。（図7） 
 しかし、現状、保健所に収載されているデー

タ化された（利用時にはCSV出力される）死亡

小票データには、この情報はない。これは、診

断書（検案書）の原本から、データを打ち込む

際に、この情報が実質的に脱落していることが

原因であると考えられる。 
 そもそも、診断書（検案書）の原本のデータ打

ち込みは、人口動態調査における死因統計の

作成のために行われている。（図8） 
人口動態調査死亡票が要求するデータ項

目には、その死亡が診断書だったか検案書だ

ったかは、問われておらず、結果そのような調

査項目は存在しない。その結果、求められてい

ないデータ項目は、データ打ち込みされてお

らず、結果として情報の（実質的）脱落が生じ

ていると考えられる。 
 もし仮に、これらの情報が脱落せず、データ

として残っていた場合、4分類への分類作業

（すなわち推計作業）を行わずに、確定情報と

して、前述の統計表を作成することが可能にな

る。ここからは、データの正確性という観点、そ

して統計表作成に必要な作業工数という観点、

両面から、データの（実質的）脱落が引き起こ

しているデメリットは大きいと考えられる。 
 
3. 提言 
 在宅医療提供体制の整備指標として、全国

の自治体で、「死亡診断書が発行された自宅

死亡者数」の件数の推移、および全死亡者数

における構成比率の推移を把握することは、非

常に意義のあることである。 
 しかし、現状では各小票が、死亡診断書が発

行された小票か死体検案書が発行された小票

かの、確実な判定は不可能で、非常に手間を

かけてこの推移を推定することしかできない。よ

って、診断書（検案書）の原本を、各保健所が

人口動態調査死亡票の統計を作成するため

のデータ化を行う際、人口動態調査からは要

求されていないものの、原本上部にある記載

情報（どちらに丸がつき、どちらに二重線が引

かれているか）を、追加でデータとして打ち込

むよう、運用変更することの意味は大きいと考

えられる。 
 この運用を加えることにより、全国の自治体は、

自治体内の在宅医療提供体制整備のための

有効な指標を低コストで得ることができる。得ら

れるメリットの大きさから、この運用を加えること

の妥当性は大いにある、と結論付けられる。 

Ｆ．研究発表 

 1.論文発表 
  なし 
2.学会発表 
なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 

1.特許取得 
  なし 
2.実用新案登録 
  なし 
3.その他 
  なし 
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図 1：死亡小票の記載から診断書発行状況を推定する判定ロジック 

 

 

図 2：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者数の推移 
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図 3：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者数の構成比の推移 

 

 

表 1：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者数の構成比の推移 
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死亡場所 

種別 

件数/構成比 件数/構成比 件数/構成比 件数/構成比 件数/構成比 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

総数 28,350 100.0% 28,869 100.0% 29,127 100.0% 30,188 100.0% 30,418 100.0% 

自宅 4,523 16.0% 4,650 16.1% 4,766 16.4% 4,944 16.4% 5,074 16.7% 

病院 21,176 74.7% 21,116 73.1% 20,984 72.0% 21,606 71.6% 21,527 70.8% 

診療所 328 1.2% 391 1.4% 370 1.3% 302 1.0% 265 0.9% 

老人ホーム 1,242 4.4% 1,518 5,3% 1,831 6.3% 2,075 6.9% 2,223 7.3% 

介護老人 

保健施設 
437 1.5% 528 1.8% 514 1.8% 583 1.9% 655 2.2% 

その他 644 2.3% 666 2.3% 662 2.3% 678 2.2% 674 2.2% 
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図 4：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者の診断書発行分類別の構成比の推移 

 

表 2：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者の診断書発行分類別の構成比の推移 

死亡場所 4 分類 2011 2012 2013 2014 2015 

自宅 

  

  

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

718 657 625 624 568 

15.9% 14.1% 13.1% 12.6% 11.2% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

1858 1941 1837 1794 1870 

41.1% 41.7% 38.5% 36.3% 36.9% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

5 3 5 6 9 

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 

④死亡診断書 

  

1942 2049 2299 2520 2627 

42.9% 44.1% 48.2% 51.0% 51.8% 

病院 

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

828 844 863 871 847 

3.9% 4.0% 4.1% 4.0% 3.9% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

1291 1292 1348 1415 1368 

6.1% 6.1% 6.4% 6.5% 6.4% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

19 16 19 24 45 

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 

41.1% 41.7%
38.5% 36.3% 36.9%

6.1% 6.1% 6.4% 6.5% 6.4% 0.9% 0.3% 0.0% 0.7% 1.5% 1.9% 2.6% 1.1% 1.1% 0.7%

15.1% 15.5%
10.1% 9.1% 9.2%

18.3% 17.7% 14.8% 14.6% 12.5%

0.1% 0.1%
0.1%

0.1% 0.2%

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%

0.0% 0.0%

0.2% 0.0% 0.0%

0.3% 0.2%
0.8% 0.7%

0.4%

15.9% 14.1%
13.1%

12.6% 11.2%

3.9% 4.0% 4.1% 4.0% 3.9% 0.0% 0.8% 0.3% 1.3% 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 0.4% 0.2%

2.1% 3.2%

1.2% 1.7% 1.5%

49.5%
47.0%

43.2%
38.1%

38.6%

42.9% 44.1%
48.2% 51.0% 51.8%

89.9% 89.8% 89.4% 89.3% 89.5%

99.1% 98.7% 99.7% 98.0% 98.1% 97.6% 96.7% 97.9% 98.5% 98.9%

82.8% 81.3%
88.5% 89.2% 89.3%

31.8%
35.1%

41.2%
46.6% 48.5%
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設
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①死体検案書（死因種別より推定） ②死体検案書（医師の氏名より推定）

③死体検案書（自由記載から推定） ④死亡診断書



31 
 

  

  

④死亡診断書 

  

19038 18964 18754 19296 19267 

89.9% 89.8% 89.4% 89.3% 89.5% 

診療所 

  

  

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

0 3 1 4 1 

0.0% 0.8% 0.3% 1.3% 0.4% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

3 1 0 2 4 

0.9% 0.3% 0.0% 0.7% 1.5% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

0 1 0 0 0 

0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

④死亡診断書 

  

325 386 369 296 260 

99.1% 98.7% 99.7% 98.0% 98.1% 

老人ホーム 

  

  

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

6 11 15 8 5 

0.5% 0.7% 0.8% 0.4% 0.2% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

23 39 21 22 16 

1.9% 2.6% 1.1% 1.1% 0.7% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

1 0 2 1 3 

0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 

④死亡診断書 

  

1212 1468 1793 2044 2199 

97.6% 96.7% 97.9% 98.5% 98.9% 

介護老人保健施設 

  

  

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

9 17 6 10 10 

2.1% 3.2% 1.2% 1.7% 1.5% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

66 82 52 53 60 

15.1% 15.5% 10.1% 9.1% 9.2% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

0 0 1 0 0 

0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 

④死亡診断書 

  

362 429 455 520 585 

82.8% 81.3% 88.5% 89.2% 89.3% 

その他 

  

  

  

  

  

  

  

①死体検案書（死因種別より推定） 

  

319 313 286 258 260 

49.5% 47.0% 43.2% 38.1% 38.6% 

②死体検案書（医師の氏名より推定） 

  

118 118 98 99 84 

18.3% 17.7% 14.8% 14.6% 12.5% 

③死体検案書（自由記載から推定） 

  

2 1 5 5 3 

0.3% 0.2% 0.8% 0.7% 0.4% 

④死亡診断書 

  

205 234 273 316 327 

31.8% 35.1% 41.2% 46.6% 48.5% 
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図 5：横浜市内在住死亡者の死亡場所別死亡者数の構成比の推移（自宅での死亡者に限り、死亡診断書

発行と死体検案書発行を分離し、それぞれの構成比が分かるようにした） 

 

 

図 6：自宅死亡率と自宅“看取り”率（死亡診断書発行の自宅死亡者の比率）の比較 
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図 7：死亡診断書を発行するための記載方法（死体検案書に二重線を引く） 
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図 8：人口動態調査死亡票の調査票（死亡診断書か死体検案書かを問う項目はない） 

 


